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組
合
が
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ

の
成
立
の
日
か
ら
１
年
以
内
に
事
業
を

開
始
せ
ず
、
若
し
く
は
引
き
続
き
１
年

以
上
そ
の
事
業
を
停
止
し
て
い
る
と
き

は
、
行
政
庁
は
業
務
改
善
命
令
を
経
な

い
で
、
直
ち
に
解
散
命
令
が
出
せ
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。　

　

こ
の
運
用
の
具
体
的
な
判
断
は
、「
基

準
日
（
今
回
は
平
成
20
年
10
月
１
日
の

予
定
）
か
ら
遡
っ
て
３
年
間
、
所
管
行

政
庁
に
対
す
る
届
出
・
許
認
可
の
申
請

等
が
一
度
も
な
さ
れ
て
い
な
い
組
合
に

対
し
て
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第

１
０
６
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
解

散
命
令
を
発
動
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
命
令
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
組

合
は
直
ち
に
解
散
し
、
解
散
の
登
記
も

行
政
庁
の
嘱
託
に
よ
っ
て
職
権
抹
消
さ

れ
ま
す
。

　

今
年
は
３
年
に
一
度
の
休
眠
組
合
の

整
理
を
行
な
う
年
で
す
。
決
算
関
係
書

類
の
提
出
を
怠
っ
て
い
る
と
、
行
政
庁

は
活
動
実
態
の
な
い
休
眠
組
合
と
み
な

し
、
解
散
命
令
を
発
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
組
合
事
務
局
に
お
か
れ
ま

し
て
は
遺
漏
な
き
よ
う
、
必
ず
提
出
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
参
照
条
文
】

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

（
解
散
の
事
由
）

第
62
条　

組
合
は
、
次
の
事
由
に
よ
っ

　

て
解
散
す
る
。

　

一　

総
会
の
決
議

　

二　

組
合
の
合
併

　

三�　

組
合
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
開

始
の
決
定

　

四　

定
款
で
定
め
る
存
続
期
間
の
満

　
　

了
又
は
解
散
事
由
の
発
生

　

五�　

第
１
０
６
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
る
解
散
の
命
令

〈
以
下
省
略
〉

（
決
算
関
係
書
類
の
提
出
）

第 

１
０
５
条
の
２　

組
合
は
、
毎
事
業

年
度
、
通
常
総
会
の
終
了
の
日
か
ら

２
週
間
以
内
に
、
事
業
報
告
書
、
財

産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算

書
及
び
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失
の

処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
行

政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

第
40
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
会
計
監
査
人
の
監
査
を
要
す
る
組

合
が
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に

は
、
当
該
組
合
は
、
毎
事
業
年
度
、

前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
当
該
組
合
及

び
当
該
子
会
社
等
の
業
務
及
び
財
産

の
状
況
を
連
結
し
て
記
載
し
た
書
類

を
作
成
し
、
行
政
庁
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

前
２
項
の
書
類
の
記
載
事
項
そ
の

他
必
要
な
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定

め
る
。
※

（
報
告
の
徴
収
）

第 

１
０
５
条
の
３　

行
政
庁
は
、
毎
年

１
回
を
限
り
、
組
合
か
ら
、
そ
の
組

合
員
又
は
会
員
、
役
員
、
使
用
人
、

事
業
の
分
量
そ
の
他
組
合
の
一
般
的

状
況
に
関
す
る
報
告
で
あ
っ
て
、
組

合
に
関
す
る
行
政
を
適
正
に
処
理
す

る
た
め
に
特
に
必
要
な
も
の
を
徴
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２�　

行
政
庁
は
、
組
合
の
業
務
若
し
く

は
会
計
が
法
令
若
し
く
は
法
令
に
基

づ
い
て
す
る
行
政
庁
の
処
分
若
し
く

は
定
款
、
規
約
、
共
済
規
程
若
し
く

は
火
災
共
済
規
程
に
違
反
す
る
疑
い

が
あ
り
、
又
は
組
合
の
運
営
が
著
し

く
不
当
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
組
合
か
ら
そ
の
業

務
又
は
会
計
に
関
し
必
要
な
報
告
を

徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
以
下
省
略
〉

（
検
査
等
）

第 

１
０
５
条
の
４　

行
政
庁
は
、
組
合

の
業
務
若
し
く
は
会
計
が
法
令
若
し

く
は
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
行
政
庁

の
処
分
若
し
く
は
定
款
、
規
約
、
共

済
規
程
若
し
く
は
火
災
共
済
規
程
に

違
反
す
る
疑
い
が
あ
り
、
又
は
組
合

の
運
営
が
著
し
く
不
当
で
あ
る
疑
い

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
組

合
の
業
務
若
し
く
は
会
計
の
状
況
を

検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
以
下
省
略
〉

（
法
令
等
の
違
反
に
対
す
る
処
分
）

第 

１
０
６
条　

行
政
庁
は
、
第
１
０
５

条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
報
告

を
徴
し
、
又
は
第
１
０
５
条
第
２
項

若
し
く
は
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
検
査
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
組

合
の
業
務
若
し
く
は
会
計
が
法
令
若

し
く
は
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
行
政

庁
の
処
分
若
し
く
は
定
款
、
規
約
、

共
済
規
程
若
し
く
は
火
災
共
済
規
程

に
違
反
し
、
又
は
組
合
の
運
営
が
著

し
く
不
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
組
合
に
対
し
、
期
間
を
定

め
て
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
旨
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２�　

行
政
庁
は
、
組
合
が
前
項
の
命
令

に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
組
合
が
正

休
眠
組
合
の
解
散
整
理

決
算
関
係
書
類
の
提
出
を

■   　　　　
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当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
成
立
の

日
か
ら
１
年
以
内
に
事
業
を
開
始
せ

ず
、
若
し
く
は
引
き
続
き
１
年
以
上

そ
の
事
業
を
停
止
し
て
い
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
組
合
に
対
し
、
解

散
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３�　

行
政
庁
は
、
組
合
の
代
表
権
を
有

す
る
者
が
欠
け
て
い
る
と
き
、
又
は

そ
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
通
知
に
代

え
て
そ
の
要
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４�　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

命
令
は
、
官
報
に
掲
載
し
た
日
か
ら

20
日
を
経
過
し
た
日
に
そ
の
効
力
を

生
ず
る
。

※
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則

（
決
算
関
係
書
類
の
提
出
）

第 

１
６
１
条　

法
第
１
０
５
条
の
２
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
決
算
関

係
書
類
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
30
に
よ
る
提
出
書
に
、

次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

一　

事
業
報
告
書

　

二　

財
産
目
録

　

三　

貸
借
対
照
表

　

四　

損
益
計
算
書

　

五　

剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失
の
処

　
　

理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

　

六�　

前
各
号
の
書
類
を
提
出
し
た
通

常
総
会
又
は
通
常
総
代
会
の
議
事

録
又
は
そ
の
謄
本

２�　

法
第
１
０
５
条
の
２
第
２
項
の
規

定
に
よ
り
会
計
監
査
人
監
査
組
合
が

子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
組
合
及
び
当
該
子
会
社
等

の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
連
結
し

て
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
様
式
第
30
に
よ
る
提
出

書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
各
号
の
書
類

の
ほ
か
、
次
の
書
類
を
添
え
て
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

連
結
貸
借
対
照
表

　

二　

連
結
損
益
計
算
書

　

三　

連
結
剰
余
金
計
算
書　

〈
以
下
省
略
〉

　

休
眠
組
合
の
解
散
及
び
決
算
関
係
書

類
の
提
出
に
つ
い
て
は
中
央
会
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

指
導
相
談
室

℡
０
４
３
・
２
４
２
・３
２
７
７

松
戸
支
所

℡
０
４
７
・３
６
８
・３
９
９
２

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

・・・・大臣　殿
・・・・局長　殿
・・・・知事　殿

　　　　　　　　　　組合の住所及び名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　組合を代表する理事の氏名　

決算関係書類提出書

　中小企業団体の組織に関する法律第71条（協業組
合は法律第５条の23第６項）において準用する中小
企業等協同組合法第105条の２第１項の規定により、
下記の書類を提出します。

記

１�　事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算
書及び剰余金の処分または損失の処理の方法を記
載した書面

２�　１の書類を承認した通常総会（通常総代会）の
議事録の謄本

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

・・・・大臣　殿
・・・・局長　殿
・・・・知事　殿

　　　　　　　　　　組合の住所及び名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　組合を代表する理事の氏名　

中小企業等協同組合決算関係書類提出書

　中小企業等協同組合法第105条の２第１項（及び第
２項）の規定により別紙の中小企業等協同組合の決
算関係書類を提出します。

（添付書類）
　⑴事業報告書
　⑵財産目録
　⑶貸借対照表
　⑷損益計算書
　⑸剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
　⑹�前各号の書類を提出した通常総会（通常総代会）
の議事録（又はその謄本）

商工組合・協業組合用様式 協同組合・企業組合用様式

　組合Ｑ & Ａ




